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61.0％ 39.0 ％

58.0％42.0％

◎国・地方の歳入歳出（平成27年度決算） ◎国税と地方税の推移

法人事業税への

復元時ベース
国民の租税（租税総額＝９８．３兆円）

国 税 地方税
（６０．０兆円） （ ３８．３兆円）

<46.7％>

<45.3％>

<44.6％>

<43.9％>
地方交付税 地方の歳出国の歳出
国庫支出金等

（純計ベース）（純計ベース）
<42.7％>

９７．７兆円７０．７兆円

<40.9％>

<41.1％>

国民へのサービス還元
<41.1％>

国と地方の歳出総額（純計）＝１６８．３兆円

<40.9％>

（注） 地方税には、超過課税及び法定外税等を含まない。（注）精査中であり、数値が異動することがある。
（注） 枠外の＜＞は、国税に地方法人特別税を含まず、地方税に地方法人特別譲与税を含め（注）地方税には、超過課税及び法定外税等を含まない。

た場合の地方の配分比率である。
（注）国税は地方法人特別税を含み、地方税は地方法人特別譲与税を含まない。

（注） 「H28見込」は国税においては補正後予算額、地方においては推計額（H28.12時点）である。

年 度 租税総額 国 税 地 方 税

H18 ８９．９兆円
５４．１兆円
〔60.2％〕

３５．８兆円
〔39.8％〕

H19 ９２．２兆円
５２．７兆円
〔57.1％〕

３９．５兆円
〔42.9％〕

H20 ８４．７兆円
４５．８兆円
〔54.1％〕

３８．９兆円
〔45.9％〕

H21 ７４．２兆円
４０．２兆円
〔54.2％〕

３４．０兆円
〔45.8％〕

H22 ７７．４兆円
４３．７兆円
〔56.5％〕

３３．７兆円
〔43.5％〕

H23 ７８．７兆円
４５．２兆円
〔57.4％〕

３３．５兆円
〔42.6％〕

H24 ８０．８兆円
４７．０兆円
〔58.2％〕

３３．８兆円
〔41.8％〕

H25 ８５．９兆円
５１．２兆円
〔59.6％〕

３４．７兆円
〔40.4％〕

H26 ９３．９兆円
５７．８兆円
〔61.6％〕

３６．０兆円
〔38.4％〕

H27 ９８．３兆円
６０．０兆円
〔61.0％〕

３８．３兆円
〔39.0％〕

H28見込 ９７．７兆円
５９．３兆円
〔60.7％〕

３８．４兆円
〔39.3％〕

H29計画 １００．６兆円
６１．４兆円
〔61.1％〕

３９．１兆円
〔38.9％〕

我が国の財政について、国と地方の歳出割合は４対６であるのに対し、税収割合は６対４と逆転した状態が続いている。

国・地方の税源配分について

注 総務省ホームページ「国・地方の税源配分について（平成27年度）」より抜粋して作成。 1



 国民生活に密接に関連する行政は、そのほとんどが地方団体の手で実施されている。

国と地方の役割分担（平成27年度決算）

注１ 総務省ホームページ「地方財政の果たす役割」より抜粋して作成。
 　２　（　）内の数値は、目的別経費に占める国・地方の割合。計数は精査中であり、異動する場合がある。

（

）

5
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近年の地方財政計画の歳出は、高齢化の進行等により社会保障関係費（一般行政経費に計上）が
増加する一方で、行政改革等により、給与関係経費や投資的経費が減少。

注 一般財団法人自治総合センター「地方分権に関する基本問題についての調査研究会報告書・専門分科会」（平成29年３月）より抜粋して作成。

地方財政計画の歳出の推移

3



 平成29年度は、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどにより、7.0兆円の財源不
足となり、地方財政計画の約8.0％の見込みとなっている。

地方財政の財源不足の状況

注１　総務省ホームページ「地方財政の財源不足の状況」より抜粋して作成。
 　２　財源不足額及び補填措置は、補正後の額である。 （平成29年度は当初）
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○ 地方財政の借入金残高は、平成29年度末で195兆円と見込まれている。

○ 借入金残高は、減税による減収の補填、景気対策等のための地方債の
増発等により、平成３年度から2.8倍、125兆円の増となっている。

○ 臨財債の残高は、平成13年度の創設以来、一貫して増加。

地方財政の借入金残高の状況

※１ 地方の借入金残高は、平成27年度までは決算ベース、平成28年度は実績見込み、平成29年度は年度末見込み。 

※２ ＧＤＰは、平成27年度までは実績値、平成28年度は実績見込み、平成29年度は政府見通しによる。 

※３ 表示未満は四捨五入をしている。 

注 総務省ホームページ「地方財政の借入金残高の状況」より抜粋して作成。
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不交付
団体

普通交付税 基準財政収入額 留保財源

留保財源

基準財政需要額

地方交付税制度の概要

地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定
の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配
分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」 （固有財源）である

○ 総額
所得税･法人税の33.1％、酒税の50％、消費税の22.3％、地方法人税の全額

○ 種類
普通交付税＝交付税総額の９４％、特別交付税＝交付税総額の６％

○ 普通交付税の額の決定方法
各団体ごとの普通交付税額＝（基準財政需要額－基準財政収入額）＝財源不足額

■ 基準財政需要額

各地方団体ごとの標準的な水準における行政を行う
ために必要となる一般財源を算定するもの

単位費用

（測定単位1当たり費用）

測定単位

（警察官数、65歳以上人口など）

補正係数

（段階補正、態容補正など）

標準的な地方税収入 75／100 地方譲与税等

■ 基準財政収入額

各地方団体の財政力を合理的に測定するため、標準
的な税収入の一定割合により算定するもの

○ 普通交付税の仕組み

× × ＋×

注 総務省ホームページ「地方交付税制度の概要」等より作成。

交付
団体

一般財源

標準税収入

一般財源

標準税収入

財源超過額

基準財政収入額

※地方譲与税等を省略した概念図
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機構準備金の活用 0.4兆円

機構準備金の活用 0.2兆円1 1 1 (地方負担分) 1 1 1 一般会計特例加算 1 1 1 1 1 1 11
1

（1/2）0.7兆円11（1/2）1.5兆円 （1/2）0.3兆円1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

（1/2）0.3兆円 （1/2）0.7兆円（1/2）0.7兆円 1 1
（1/4）1.4兆円 （1/2）1.5兆円

（1/2）2.2兆円 12.6兆円 （1/2）2.6兆円2.8兆円 （1/2）2.8兆円（3/8）3.1兆円1.4兆円 2.2兆円 （1/2）3.6兆円（1/2）3.8兆円 （1/2）3.8兆円（1/2）3.9兆円 1 3.5兆円
1 3.4兆円1 （1/2）5.4兆円（1/2）5.5兆円 1.1兆円1 2.6兆円臨時財政対策債 3.1兆円2.8兆円2.9兆円

13.2兆円 13.2兆円1
2.4兆円 3.8兆円3.0兆円

0.1兆円 4.0兆円4.2兆円
4.5兆円2.6兆円2.3兆円 2.3兆円1 11 1

5.1兆円
5.6兆円

5.9兆円
6.2兆円 6.1兆円 6.2兆円0.3兆円 2.3兆円

0.3兆円

7.7兆円

地方交付税と臨時財政対策債 （２１．８兆円） （２２．８兆円） （２３．９兆円） （２１．１兆円） （２0．１兆円） （１８．８兆円） （１７．８兆円） （１８．２兆円） （２１．０兆円） （２４．６兆円） （２３．５兆円） （２３．６兆円） （２３．３兆円） （２２．５兆円） （２１．３兆円） （２０．５兆円） （２０．４兆円）
の合算額 <＋１．８％> <＋４．５％> <＋５．１％> <△１２．０％> <△４．５％> <△６．５％> <△５．２％> <＋２．３％> <＋１５．０％> <＋１７．３％> <△４．３％> <+０．２％> <△１．３％> <△３．４％> <△５．３％> <△３．７％> <△０．６％>

※表示未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

地方交付税等総額（当初）の推移

注 総務省ホームページ「地方交付税等総額（当初）の推移」より抜粋。 7
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合 計

東京都
愛知県

神奈川県
大阪府
千葉県
宮城県
静岡県
埼玉県
兵庫県
栃木県
群馬県
福岡県
茨城県
京都府
三重県
広島県
岐阜県
岡山県
滋賀県
石川県
新潟県
香川県
富山県
長野県

福島県
岩手県
宮崎県
山口県
愛媛県
北海道
沖縄県
山梨県
熊本県
福井県
徳島県

和歌山県
大分県
山形県
奈良県
秋田県
佐賀県
長崎県
青森県

鹿児島県
島根県
高知県
鳥取県

地方交付税（臨時財政対策債含む） 地方税等 国庫支出金 地方債（臨時財政対策債除く） その他

都道府県別交付税依存度（平成27年度決算額）

注１ 総務省「平成29年度地方税に関する参考計数資料」、「平成27年度都道府県決算カード」より作成。
２ 地方税等には、地方譲与税を含み、交付税額には、臨時財政対策債を含む。

以上の団体では、地方税等よりも地方交付税の方が歳入総額に占める割合が高い

23
団
体

24
団
体

歳入総額
（百万円）

交付税額
（百万円）

355,717 (159,472)

461,271 (200,521)

519,007 (211,245)

798,319 (315,251)

696,313 (261,613)

686,001 (257,288)

456,141 (168,363)

610,635 (224,319)

505,930 (185,560)

580,197 (211,107)

561,267 (203,496)

562,969 (196,210)

492,516 (170,128)

458,480 (156,950)

761,646 (260,044)

477,817 (159,192)

745,035 (244,569)

2,412,799 (787,904)

630,761 (202,829)

651,005 (208,803)

692,216 (214,648)

1,131,942 (335,593)

2,042,006 (313,098)

838,589 (262,582)

516,078 (159,347)

445,904 (137,603)

1,093,292 (329,148)

534,389 (158,622)

506,783 (149,295)

732,411 (213,719)

788,290 (225,358)

941,890 (250,109)

693,635 (183,702)

939,460 (232,863)

1,140,553 (281,323)

1,704,633 (381,092)

761,605 (169,285)

772,181 (169,542)

1,969,912 (427,606)

1,721,513 (349,031)

1,166,550 (235,370)

1,429,771 (284,179)

1,703,674 (307,079)

2,846,805 (466,041)

2,027,344 (247,112)

2,298,341 (169,745)

7,186,288 (0)

52,049,884 (11,437,956)
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普通交付税不交付団体の状況（平成28年度）

○不交付団体数

○不交付団体数の推移（都道府県＋市町村）
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55 60

77
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50

100

150

200
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S52 54 56 58 60 62 H1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

○不交付団体一覧表

注１ 総務省「平成28年度普通交付税の算定結果等」より抜粋して作成。
２ 千葉県君津市、静岡県富士市、静岡県御前崎市は財源不足団体であるが、調整率を乗じた結果、不交付団体となったものである。
３ ＊印は、平成28年度の一本算定は不交付団体であるが、合併の特例により交付税が交付される市町村である。（12団体）

（団体数）

（年度）

区分 平成28年度 平成27年度 平成26年度

都道府県 1 1 1

市町村 76 59 54

合計 77 60 55

２　市町村分

都道府県
不交付
団体数

北海道 　　泊村 1

青森県 　　六ヶ所村 1

福島県 　　広野町 　　大熊町 2

茨城県 　　つくば市＊ 　　神栖市＊ 　　東海村 3

栃木県 　　上三川町 　　芳賀町 2

群馬県 　　太田市＊ 　　大泉町 2

埼玉県 　　戸田市 　　和光市 　　三芳町 3

　　市川市 　　成田市＊ 　　市原市

　　君津市 　　浦安市 　　袖ケ浦市

　　立川市 　　武蔵野市 　　三鷹市

　　府中市 　　調布市 　　小金井市

　　国分寺市 　　国立市 　　多摩市

　　羽村市 　　瑞穂町

　　川崎市 　　鎌倉市 　　藤沢市

　　厚木市 　　海老名市 　　寒川町

　　中井町 　　箱根町

新潟県 　　聖籠町 　　刈羽村 2

福井県 　　高浜町 　　おおい町＊ 2

山梨県 　　昭和町 　　忍野村 　　山中湖村 3

長野県 　　軽井沢町 1

　　富士市＊ 　　御殿場市 　　裾野市

　　湖西市＊ 　　御前崎市＊ 　　長泉町

　　岡崎市＊ 　　碧南市 　　刈谷市

　　豊田市＊ 　　安城市 　　小牧市

　　東海市 　　大府市 　　高浜市

　　日進市 　　田原市＊ 　　みよし市

　　長久手市 　　豊山町 　　大口町

　　飛島村 　　幸田町

三重県 　　四日市市＊ 　　川越町 2

京都府 　　久御山町 1

大阪府 　　田尻町 1

福岡県 　　苅田町 1

佐賀県 　　玄海町 1

３　合計　　　　 　77団体

１　道府県分　　　東京都

市町村合計　　　76団体

不交付団体名

千葉県

東京都

6

11

神奈川県 8

静岡県 6

愛知県 17

9



トップランナー方式の導入について

○ 基本方針2015※に基づき、歳出の効率化を推進する観点から、歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデル
となるようなものを地方交付税の基準財政需要額の算定に反映する取組（トップランナー方式）を推進
○ その際、財源保障機能を適切に働かせ、住民生活の安心・安全を確保することを前提として取り組む
※「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年６月30日閣議決定）

○ 多くの地方団体が業務改革に取り組んでいる16業務について、トップランナー方式を導入
○ 地方団体への影響等を考慮し、複数年（概ね３～５年程度）かけて段階的に反映する

＜平成28年度に着手する取組例（市町村分）＞

平成28年度の取組

○ 平成28年度から導入した16業務について、段階的な反映における２年目の見直しを実施
○ 業務の性格、業務改革の進捗、地方団体の意見等を踏まえ、図書館管理等５業務以外の以下の２業務について、
新たにトップランナー方式を導入

平成29年度の取組

対象業務 都道府県 市町村

青少年教育施設管理 その他教育費 － 指定管理者制度

公立大学運営 その他教育費 その他教育費 地方独立行政法人化

基準財政需要額の算定項目
基準財政需要額の算定基礎とする

業務改革の内容

注 総務省ホームページ「トップランナー方式の導入」及び「財政制度等審議会財政制度分科会」（平成29年５月10日）資料より作成。

経費水準
見直し前

経費水準
見直し後

基準財政需要額の算定基礎とする
業務改革の内容

小学校費 3,707（千円/１校） 2,927（千円/１枚）

中学校費 3,707（千円/１校） 2,927（千円/１枚）

高等学校費 7,353（千円/１校） 6,152（千円/１枚）

体育館管理
競技場管理
プール管理

その他の教育費 31,370（千円） 29,441（千円）
指定管理者制度導入
民間委託　等

庶務業務
（人事、給与、旅費、福利厚生等）

包括算定経費
庶務業務として特定せず

包括的に算定
11,398（千円）の減 庶務業務の集約化

対象業務
基準財政需要額の

算定項目

見直し内容

学校用務員事務
（小学校、中学校、高等学校）

民間委託　等

10



財政制度等審議会「『経済・財政再生計画』の着実な実施に向けた建議」（平成29年５月25日）＜抜粋＞

Ⅱ．主要分野において取り組むべき事項
４．地方財政
（２） 地方財政改革の方向

① 地方財政計画と地方決算のPDCA 
イ） 地方財政計画と基金

地方財政計画は法律上、「翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類」とされているとおり、同計画は、翌年度の地方団体の
行政需要や税収等を見込みつつ必要な交付税総額を決定する、いわば「フロー」の計画である。一方、実際の地方決算においては、「ストック」
である基金が存在し、毎年8,000億円のペースで増加している。平成27年度決算でその残高は21.0兆円の規模となっており、10年前と比較する
と地方全体で7.9兆円の増となっている。
（中略）

毎年度、赤字国債を発行して地方交付税を措置している現状を踏まえれば、各団体の基金の内容・残高の増加要因等を分析・検証し、こうし
た地方団体の決算状況を地方財政計画へ適切に反映させることにより、国・地方を通じた財政資金の効率的配分につなげていく必要がある。

ロ） 枠計上経費等の使途
a） 地方財政計画には、内訳や積算が明らかでない、いわゆる「枠計上経費」が存在しており、一般行政経費（単独：29年度14.0兆円）に加え、近
年はまち・ひと・しごと創生事業費（29年度1.0兆円）や重点課題対応分（29年度0.3兆円）等の経費が追加されている。

地方交付税は使途に制限のない一般財源とはいえ、地方財政の「見える化」の推進、地方財政計画の算定根拠に対する納税者への説明責
任を果たす観点から、ＰＤＣＡ実施に取り組み、地方財政計画上の歳出の効率性・適正性を検証すべきである。

② 地方団体間比較を通じた行政経費の抑制・業務改革の推進
（上略）

こうした中で、平成28年度からトップランナー方式の導入が進められており、検討対象とされている23業務中、18業務で実際に導入されている。
同方式は、先進地方団体の経費水準を基準財政需要額の算定に反映することを通じ、地方団体運営の業務改革を推進して、歳出効率化及び
それに伴う財政余力の創出等を促す意義を有している。

他方、現在のトップランナー方式の対象経費は、全基準財政需要額の3.5％程度と推計される。このため、地方団体の業務全般にわたって業
務量や業務コスト等の比較分析を行い、23業務以外にも同方式の一層の対象拡充を目指すべきである。
（中略）

なお、トップランナー方式については、現状では、基準財政需要額の単価の見直しが行われるのみとなっている。地方団体の財政余力の拡大
と財政健全化を両立する観点から、トップランナー方式による効果額（基準財政需要額の減少額）を明らかにした上で、その一部を赤字地方債
等の縮減に充てられるよう、地方財政計画への反映を工夫する必要がある。

11



財政制度等審議会における論点①基金残高の検証と地方財政計画への反映

○ 地方財政計画は翌年度の地方団体の行政需要や税収等を見込みつつ必要な交付税総額を決定する、「フロー」の
計画

○ 一方、実際の地方決算においては、「ストック」である基金が存在し、毎年8,000億円のペースで増加。残高は21.0兆
円（平成27年度末）

○ 毎年度、赤字国債を発行して地方交付税を措置している現状を踏まえれば、各団体の基金の内容・残高の増加要
因等を分析・検証し、地財計画へ適切に反映させる必要

13.1 13.6 14.0 
15.3 

17.2 
17.9 17.6 18.1 

19.5 19.8 
21.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

財政調整基金 その他特定目的基金 減債基金 合計

（兆円）

（年度）
注 財政制度等審議会財政制度分科会「『経済・財政再生計画』の着実な実施に向けた建議」（平成29年５月25日）資料より抜粋して作成。
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財政制度等審議会における論点②「枠計上経費」の検証

＜地方財政計画（平成29年度）＞

歳出特別枠 0.2兆円

まち・ひと・しごと創生事業費 1.0兆円

重点課題対応分 0.3兆円

一般行政経費（単独）
14.0兆円

一般行政経費（補助等）
21.3兆円

給与関係費
20.3兆円

投資的経費（補助等） 5.7兆円

投資的経費（単独） 5.6兆円

公債費
12.6兆円

その他 5.6兆円

枠

計

上

＜枠計上経費の水準推移＞

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

H20 21 22 23 24 25 26 27 28

一般行政経費（単独事業） リーマンショック後の危機対応としての歳出特別枠

地域の元気創造事業費 重点課題対応分

まち・ひと・しごと創生事業費

○ まち・ひと・しごと創生事業費は、「人口増減率」等の指標を用いて配分されているが、
各自治体における具体的使途を含め実績等は不明。

○ 歳出特別枠は、「地域経済基盤強化・雇用等対策費」として「人口」を指標に配分され
るが、実際にどのような事業に使われているのかを含め、実績等は不明。

13.8

14.7

15.2
15.4 15.3

15.5 15.5

15.8 15.7

注 財政制度等審議会財政制度分科会「『経済・財政再生計画』の着実な実施に向けた建議」（平成29年５月25日）資料等より作成。

（兆円）

（年度）

○ 地方財政計画には、内訳や積算が明らかでない、いわゆる「枠計上経費」が多額の規模で存在
○ 計上水準の必要性・適正性について説明責任を果たす観点から、当該財源を活用した事業の実績・成果を把握し、
検証する必要
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財政制度等審議会における論点③国の補助事業及び追加財政需要額に係る計上の適正化

○ 一般行政経費（単独事業）には、年度途中の追加財政需要への対応として4,200億円（29年度）を計上。一方、過去
10年間の平均的な使用実績は、平均1,600億円程度

○ また、地方財政計画に計上する追加財政需要については、国の予備費と異なり決算で精算しておらず、使途が不分
明なまま地方に渡しきりとなっている状況

○ 追加財政需要の計上額について、使用実績を踏まえた適正化を図るよう検討する必要

○ 国の補助事業については毎年度一定の不用が生じており、その地方負担分についても、結果的にみれば、地財計
画対比で不用が生じているはず

○ しかしながら、国庫補助事業の不用に係る地方負担分については、決算を踏まえた精算が行われておらず、地方に
渡しきりとなっており、是正を検討する必要

≪過去10年間の追加財政需要の計上額と使用額≫

≪国庫補助事業の不用額に係る地方負担額（推計）≫

H23 H24 H25 H26 H27 5ヶ年平均

給与関係経費
（義務教育費国庫負担金）

391 325 322 323 92 291

一般行政経費
（補助事業分）

605 670 1,016 2,696 816 1,161

投資的経費
（直轄事業・補助事業分）

303 245 373 181 124 245

合計 1,299 1,240 1,711 3,200 1,032 1,697

平均使用額1,600億円程度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

地方財政計画
計上額

5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 4,700 4,700 4,700 4,200 4,200 4,200 4,200

使用額 651 1,538 765 1,883 1,671 1,520 907 929 3,379 2,968 - -

（注１） 国の決算における不用割合（不用額／歳出予算現額）を地方財政計画における地方負担額に乗じて試算。
（注２） 投資的経費の不用額は歳出不用額に一般財源充当割合を乗じて計算。

注 財政制度等審議会財政制度分科会「『経済・財政再生計画』の着実な実施に向けた建議」（平成29年５月25日）資料より抜粋して作成。

（単位：億円）

（単位：億円）
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財政制度等審議会における論点④トップランナー方式による効果額の地方財政計画への反映

○ 現状のトップランナー方式では、基準財政需要の単価見直しが行われるのみ。地財計画への反映は行われていない
○ 単価の見直しが行われる一方で、地財計画で措置された地方交付税を全額配分すべく、他の経費の単価アップ等の
調整がなされれば、地財計画の歳出規模の抑制、地方財政の効率化にはつながっていかないことになる

○ トップランナー方式による効果額（基準財政需要の減少額）を明らかにした上で、その一部を赤字地方債等の縮減に
充てられるよう、地財計画への反映を工夫する必要がある

税収

交付税

単価見直し ・単位費用のかさ上げ
・調整率※（額）の変更等

交付税

基準財政需要 基準財政収入 基準財政需要

現状では、トップランナー方式による「効率化」
分は、基準財政需要の単位費用のかさ上げや、
調整率（額）の変更等を通じ、各自治体に薄まき
される形で配分されている

※ 各地方公共団体の財源不足額（基準財政需要額が基準財政収入額を超える額）の合計額が、普通交付税総額を超過する場合に、総額に合わせるための減額率をいう。
調整率＝（財源不足額の合算額－普通交付税の総額）／ 財源不足団体の基準財政需要額の合算額

注 財政制度等審議会財政制度分科会「『経済・財政再生計画』の着実な実施に向けた建議」（平成29年５月25日）資料等より作成。

＜個別自治体ごとのミクロベース＞ ＜総体としての地方＞
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地方財政審議会「未来につながる地域社会に向けた地方税財政改革についての意見」（概要）（平成29年５月31日）＜抜粋＞

第二 地方税財政改革の方向
１． 地方一般財源総額の確保等
（上略）
（３） 地方財政計画の基本的役割等
○ 地財計画には、地方自治体が自主性・主体性を発揮して地域の課題解決に取り組むための必要経費として、一般行政経費
（単独）やまち・ひと・しごと創生事業費等を枠として計上。

○ 地方交付税は使途に制限のない一般財源であることから、特定の経費を取り出すのではなく、枠計上経費を含めた一般行政
経費を全体として、国として保障すべき水準の検討がなされるべき。

○ 基金は、各地方自治体が様々な地域の実情を踏まえ、歳出抑制努力も行いながら、それぞれの責任と判断で積立てを行って
きたもの。基金残高の増減の状況は様々であり、それぞれ自主的な判断に基づく財政運営の結果として尊重されるべき。地方
自治体ごとに異なる状況を踏まえず、全体としての基金残高の増加傾向をもって地方財政に余裕があるかのような議論は不適
当。

（４） 地方交付税
○ 地方の財源不足を踏まえ、地方交付税の安定性と地方自治体の予見可能性を高めるため、地方交付税の法定率を引き上げ
るべき。

○ トップランナー方式の導入に当たっては、業務改革の推進の状況を踏まえ、合理的かつ妥当な水準における標準的な経費を
単位費用に反映していくべき。今後、窓口業務への導入を検討するとともに、既に導入済みの業務について、地方自治体が自
主的に業務改革に取り組む環境整備に注力することが重要。トップランナー方式による歳出効率化の成果は、業務改革へのイ
ンセンティブが阻害されないよう、地域が直面する諸課題に対応する経費に振り向けることなどにより、地方自治体に還元すべ
き。
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[地方財政調整制度に関する資料] 

(2) 財政上の不合理な措置の是正 

 

 

 



人口一人当たりの税収額の指数（平成27年度決算額） 全国平均＝100

   注１　「平成29年度 地方税に関する参考計数資料」（総務省)より作成。

　　 ２　都道府県の指数のうち、最高値と最低値を黒色で表示。

     ３　数値は全国平均を100とした場合の指数で、算定に用いた人口は平成28年１月１日現在の住民基本台帳人口である。

     ４　各税収額には超過課税分を含む。
     ５　個人住民税の税収額は､道府県民税（均等割、所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の合計額）及び市町村民税の合計額である。法人ニ税の税収額は､道府県民税､市町村民税及び法人事業税の合計額である。
        固定資産税の税収額には､道府県分を含む。
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＜上限値設定による基準財政需要額の割落とし＞

○　基準財政需要額の算定では、規模や特徴


　を示す数字に上限値が設けられており、

　都の需要額は不合理な割落としを受け

　ている

○　平成28年度交付税算定における特別区の

　割落とし額は、4,220億円に上る

＜市町村に手厚い算定方法の導入＞

○　平成20年度以降、市町村に重点的に

　配分することを目的とし、農業産出額や

　人口減少率などを指標とする、新たな

　費目(臨時費目)が導入された

○　この費目による算定では、一人当たり

　基準財政需要額について、特別区と町村

　との間に著しい差が生じている

２　基準財政需要額の算定は、大都市に不利な算定方法である

平成28年度東京都普通交付税の算定結果 

注 東京都財務局「平成28年度東京都普通交付税の算定結果について」をもとに作成。 

＜イメージ＞

【都の福祉サービス関連経費（社会福祉費・衛生費等）における乖離】

約１兆4,900億円

約１兆800億円

○　基準財政需要額は、あらかじめ決められた地方交付税
　総額を、全国の自治体に配分するために算定された理論値

○　実際に都が提供しているサービスの実態と、理論値で
　ある基準財政需要額との間には、大きな乖離

１　基準財政需要額は、そもそも自治体が提供
　するサービスの実態を表すものではない

決算額

基準財政

需要額

※決算額は、基準財政需要額と対応させるため、一般財源額の75％としている

決算額、基準財政需要額ともに平成26年度の数値

約３割
(△4,100億円)

○ 普通交付税算定の結果、東京都の財源超過額は１兆1,436億円となり、引き続き不交付団体となった 

○ しかし、基準財政需要額は、①そもそも自治体が提供するサービスの実態を表すものではなく、②その算定 

 は、大都市に不利な算定方法であることから、都の実態を表すものではない 

＜イメージ＞ 

（単位：円）

地域経済・
雇用対策費

地域の元気
創造事業費

人口減少等
特別対策事業費

合計

町村 6,480 4,670 9,680 20,830

一般市 1,680 2,490 3,470 7,640

特別区 80 280 1,140 1,500

81倍 17倍 ８倍 14倍
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実態 

算定 

実態 

算定 

【昼間流入人口の算定】 【土地価格の算定】 

【平成27年度人口一人当たり基準財政需要額（臨時費目)】 

普通交付税の算定結果に対する東京都の考え方 

５分の１に 

割落とし 

２分の１に 

割落とし 

上限値：72万人 

上限値：16万円 

（万人） （万円） 
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地方揮発油譲与税の譲与制限の概要 
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地方揮発油譲与税の譲与制限に伴う都の影響額 （百万円） 

注１ 「平成29年度国の施策及び予算に対する東京都の提案要求（平成28年６月）」及び総務省「地方税の概要」等より作成。 

 ２ 平成21年度より、地方道路税は地方揮発油税に、地方道路譲与税は地方揮発油譲与税に名称が変更された。ただし、平成21年度以降も地方道路税として収入された 

  額は、地方道路譲与税として譲与される。 

 ３ 地方道路譲与税の使途は、道路費用に限られている。 

 ４ 影響額は、地方道路譲与税と地方揮発油譲与税の合算額である。なお、平成27年度までは決算額、平成28年度以降は当初予算額である。 

譲与総額 地方揮発油税収入額の全額

被譲与団体
譲与割合
譲与基準

○都道府県・指定都市（５８／１００）　　　　　　　　　　　○市町村（４２／１００）
　１／２　一般国道・高速自動車国道・都道府県道の延長　　　　１／２　市町村道の延長
　１／２　一般国道・高速自動車国道・都道府県道の面積　　　　１／２　市町村道の面積

財源調整
　不交付団体に対しては、①前年度交付税算定上の財源超過額の２／１０、又は②交付団体方式で算定
した額の２／３、のいずれか少ない方の額が控除される。
　現在、東京都は②による譲与制限を受けている。

使途 条件・制限なし注３
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平成27年度東京都税制調査会答申（地方財政調整部分抜粋） 

Ⅲ 地方税財政における諸課題 

 ４ 地方財政調整の意義と地方交付税 

 
・ 地方自治体が自主・自立的な行財政運営を行っていくためには、自主財源の確保が最も重要であり、まずは地方税の充実が 

 不可欠である。この場合、税収が安定的で、地域間の偏在が小さい地方税を基本として行うべきである。 

・ しかしながら、このような方向で地方税を充実してもなお、必要な行政サービスを行うのに十分な歳入を確保できない多数 

 の地方自治体が存在する。 

・ 地方財政調整は、そうした財政力の弱い地方自治体に住む人々も、国民として、教育や対人社会サービスなど一定水準の 

 行政サービスを受けることができるよう、国の責任において当該地方自治体に必要な財源を配分するものであり、地域社会の 

 安定を図る上で必要不可欠である。 

・ 我が国では、財政需要額と税収の両方に着目した地方財政調整制度である地方交付税制度が、地方自治体間の財源の不均衡 

 の調整と財源の保障という役割を果たしている。 

・ 今後も地方自治体の自主・自立的な行財政運営の確立という原点に立ち返り、地方税を補完するものとして、地方交付税 

 制度の持つ財源保障機能及び財源調整機能をより適切に発揮させていくことが重要である。 

・ しかしながら都は、昭和29年度の地方交付税制度発足以来、財源超過額があるとして不交付団体となっている。これは、 

 ①地方交付税算定上の「財源超過額」は、限られた地方交付税の総額を全国の地方自治体に配分するため、国の定める基準に 

 より算定された配分技術上の数字であり、都財政の実態を表したものではない、②大都市である都特有の膨大な財政需要が 

 適切に反映されていないためである。 

・ 近年、基準財政需要額の算定において、財政需要とは関係のない行政改革等の成果指標が用いられるなど、算定方法の問題 

 点が指摘されているが、算定の透明性を高めていくことが必要である。 

・ また今後、地方交付税制度を持続可能な制度とし、財源保障機能及び財源調整機能を適切に発揮させていくためには、加算 

 の仕組みや臨時財政対策債のあり方の見直しを行うとともに、地方交付税原資となる国税四税の総額確保を重視すべきである。 

・ 以上のように、地方自治体間の財源の不均衡は地方交付税により是正すべきであり、地方税源の偏在を是正し、地域間の 

 財政力格差の縮小を図るとの理由で創設された地方法人特別税・同譲与税及び地方法人税は、（中略）地方分権の流れに逆行 

 する措置にほかならず、直ちに地方税に復元すべきである。また、国は現在、法人課税における分割基準の見直し、企業版 

 「ふるさと納税」の創設等を検討しているが、これらについても、地方自治体間の財政調整の手段とすべきではない。 
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